
官民連携事業の推進のための地方ブロックプラットフォーム 

「サウンディング」 

案件登録様式 

 

■ 記入票    

項目 記入欄 

１．サウンディング情報  

①団体名 河内長野市 

②事業名 UR 集約跡地を活用した公園集約事業 

③本事業の現在の検討ス

テージ 

以下の中から本案件の検討ステージを選択してください。 

1.事業発案 

2.事業化検討 

3.事業者選定 

4.その他（                     ） 
 

④サウンディングの目的 〇事業の対象となる南花台地域では、平成２６年度より、大阪府

や関西大学、民間事業者などと連携し、開発団地の再生を図る

「南花台スマートエイジング事業」を実施しており、健康増進

や子育て支援などの住民主体の取り組みが創出されている。ま

た、これらの取り組みを契機とし、小学校跡地への看護専門学

校の誘致が成功するなど、まちに新たな機能が付加されている。

近年では、内閣府の「未来技術等社会実装事業」の採択を受け、

モビリティを活用した移動支援や自動運転の取り組みを進めて

おり、まちづくりの可能性が高まっている。 

○そのようななかで、UR 都市機構による UR 南花台団地の集約

事業が実施されており、跡地の活用について、検討を進めてい

る。 

○人口が減少するなか、子どもを安心して遊ばしておける場所が

ないとの意見があることから、団地内に点在する公園の一部を

集約し、跡地に新たな公園の設置を行う予定である。 

○集約の対象となる公園跡地の活用手法や市場ニーズについて調

査するとともに、新たに設置する公園敷地を活用した事業の実

施や管理手法について、民間事業者のニーズを調査することで、

事業の実現性を高めるため、サウンディングを実施するもので

ある。 

⑤民間事業者に対する質

問事項 

①集約の対象となる公園跡地の活用 

○既存公園の周辺地域は、いずれも第１種低層住居専用地域であ

り、閑静な住宅街であるが、まちに機能が少なく、変化もない

ことから、子育て世代のニーズが低下している。 

○まちを維持するためには、秩序を保ちながらの用途混在を進め

ることが必要であると考えており、集約の対象となる公園跡地



を活用し、用途緩和を図りながら、新たな機能を誘致したいと

考えている。 

○そこで、集約対象となる公園跡地の活用手法や活用内容の提案、

参画意向等を教えていただきたい。 

 

②集約公園の活用 

○集約公園は、最大で 10,200 ㎡ほどの敷地を考えており、パー

ク PFI または土地の賃貸・売却などにより、敷地の一部を活用

し、収益の確保や効率的な管理手法の確立を目指している。 

○そこで、公園内の敷地を活用した事業の提案や参画意向、事業

の運営と一体となった公園管理手法などについて、提案いただ

きたい。 

④対話を希望する業種 

※該当する番号に○（複数可） 

注）希望する業種の事業者の参

加を確約するものではあり

ません 

1.設計    2.建設    3.不動産     

4.金融機関    5.維持管理    6.コンサル     

7.運営（公園管理及び商店等の運営） 

8.その他（          ） 

２．事業概要  

（１）基本情報  

①事業の種類 

※該当する番号に○（複数可） 

1.新設    2.建替え    3.改修   4.維持管理・運営 

5.その他（             ） 

②想定する事業の手法 

※該当する番号に○（複数可） 

1.サービス購入型   2.収益型   3.混合型 

4.公的不動産の利活用   ５.包括的民間委託 

6.指定管理者制度   ７.コンセッション 

８.その他（             ） 

③事業内容 

※事業の内容を簡潔にご記入

下さい 

南花台地域において、UR 都市機構による UR 南花台団地の集

約事業が実施されており、跡地を活用し、団地内に点在する公園

の一部を集約した新たな公園を整備する。 

④現状及び課題 南花台地域では、平成２６年度より、大阪府や関西大学、民間

事業者などと連携し、開発団地の再生を図る「南花台スマートエ

イジング事業」を実施しており、健康増進や子育て支援などの住

民主体の取り組みが創出されている。 

また、これらの取り組みを契機とし、小学校跡地への看護専門

学校の誘致が成功するなど、まちに新たな機能が付加されている。 

近年では、内閣府の「未来技術等社会実装事業」の採択を受け、

モビリティを活用した移動支援や自動運転の取り組みを進めてお

り、まちづくりの可能性が高まっている。 

 一方、人口減少・少子高齢化が進む中、開発団地内に公園が点

在しているにも関わらず、子どもを安心して遊ばしておける場所

がないとの意見がある。 

 また、第１種低層住居専用地域の閑静な住宅街であるが、まち



に機能が少なく、変化もないことから、子育て世代のニーズが低

下している。 

⑤前提条件 

※事業化にあたって事業者に

考慮してほしい事項等を簡

潔にご記入ください 

公園の集約、跡地活用には都市計画の変更が必要となり、地域

住民との合意形成を図りながら事業を進める必要がある。 

⑥事業スケジュール（予

定） 

令和４年 ・集約公園の整備 

令和５年 ・集約公園敷地を活用した事業の開始 

     ・集約対象となる公園の用途廃止、跡地活用 

（２）対象地  

①所在地（交通情報含む） 大阪府河内長野市南花台 

南海高野線三日市町駅よりバスで約５分 

②敷地面積 ◆既存公園 南花台第 1 公園 1,071 ㎡ 

南花台第 2 公園 2,972 ㎡ 

南花台第 3 公園 1,715 ㎡ 

南花台第 4 公園 1,416 ㎡ 

南花台第 5 公園 1,499 ㎡ 

南花台第 6 公園 3,463 ㎡ 

南花台第 7 公園 2,487 ㎡ 

南花台第 8 公園 1,370 ㎡ 

南花台第 9 公園 8,430 ㎡ 

南花台第 10 公園 6,643 ㎡ 

 ※すべてを集約するのではなく、このなかより、利用状況や地

域の意見、市場性を考慮し、公園再編の対象を検討していく。 

◆集約公園 最大約 10,200 ㎡ 

③土地利用上の制約 既存公園についていずれも第１種低層住居専用地域。ただし、事

業内容により、規制緩和等を検討する。 

④所有者 市（集約公園対象敷地は、現在は UR 都市機構が所有しており、

市が買い取る予定） 

⑤周辺施設等 中心部には商業施設があり、スーパー「コノミヤ」がまちの中心

となっている。開発団地内に小学校・中学校・看護専門学校があ

る。 

⑥対象地周辺の環境 南花台は、昭和 57 年まちびらきした開発団地であり、大阪のベ

ットタウンとして発展してきたが、近年は少子高齢化が進んでい

る。一方、スーパーや飲食店など生活拠点として一定の機能を有

するまちであり、開発団地が連なる本市南部において、それらの

玄関口に位置することから、市の総合計画で「丘の生活拠点」と

して位置付けている。 

⑦その他 

(上記項目以外の情報、特徴、

留意すべきこと等） 

 



（３）対象施設   

（3）-1．建物 既存 整備後（予定） 

①施設名称 ― ― 

②施設の延床面積 ― ― 

③建物の構成（構造、階数） ― ― 

④主な施設の内容、導入機

能 

― ― 

⑤運営状況 

(運営主体、事業手法 等） 

― ― 

⑥その他 

(上記項目以外の情報、 

特徴、留意すべきこと等） 

― ― 

（3）-2．インフラ系 

（上下水道、道路等） 
既存 整備後（予定） 

①施設名称 ― ― 

②規模、能力 等 ― ― 

③運営状況 

(運営主体、事業手法 等） 

― ― 

④その他 

(上記項目以外の情報、 

特徴、留意すべきこと等） 

― ― 

 
■ 添付資料 
 UR 集約跡地を活用した公園集約事業の概要 
 集約公園ラフ平面図 
 南花台の人口 
 


